
 

 

 

 

 

一日民生委員児童委員  

 
■ 日 時  令和8年5月18日（月） 午後1時30分 

■ 会 場  相生公民館講堂 

■ 内 容   毎年5月12日は民生委員・児童委員の日であり、この活動強化週間が 

5月12日～5月18日と定められています。 

 当日は、市長が一日民生委員児童委員として、第15区民生委員児童委員協

議会（民児協）に出席します。民児協は1時間45分程度を予定しており、始

めに一日民生委員児童委員の就任式を行います。また、民児協終了後は 

地域の民生委員・児童委員が把握している世帯を訪問します。 

なお、報道取材につきましては、午後1時30分からの第15区民生委員児童

委員協議会（民児協）冒頭の就任式（10分程度）のみとさせていただきます

ので、ご了承ください。 

  日程などの問い合わせは、桐生市民生委員児童委員協議会事務局（桐生市 

社会福祉協議会 0277－46－4165）へお願いいたします。 

 

 

③すべての人に健康と福祉を⑰パートナーシップで目標を達成しようなし
⑰パートナーシップで目標を達成しようなし

 

  

【担当】 
保健福祉部地域福祉課社会福祉係 
担当 岩坂 
TEL 0277-44-8238 

令和8年5月8日 

保健福祉部地域福祉課 

 民生委員・児童委員活動強化週間にちなみ、活動周知の 

ため、市長が一日民生委員児童委員に就任します。 
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